
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日時：令和５年７月 28 日（金）19 時 00 分～ 

場所：米原市役所本庁舎３階 会議室３C 

わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ 

米原市実行委員会 総務企画専門委員会 

第 1 回 

写真提供／公益社団法人日本ホッケー協会 



丸本光雄 江竜謙一

横井弘和 法邑英明

宮元信彦 北村哲雄

樋口昭 横田仁司

髙木清文 新木豊

𠮷川高弘 山口江美子

小野千穂 池田真人

冨岡尚子 長谷川綱雄
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第１回総務企画専門委員会

○ ○
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○
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○
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○ ○

○
事務局



わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会 

第１回総務企画専門委員会 次第 

 

日時：令和５年７月 28 日（金）19：00～ 

場所：米原市役所本庁舎３階 会議室３Ｃ 

１ 開会あいさつ（教育部次長） 

 

２ 自己紹介 

 

３ 報告事項 

① わた SHIGA 輝く国スポ・障スポの大会概要について 

② 実行委員会組織図および連携イメージについて 

③ 総務企画専門委員会にかかる名簿、規程、各種計画等について 

④ 米原市協賛取扱要領について 

 

４ 委員長および副委員長の選任について 

  委 員 長（１ 名） ：           

副委員長（若干名） ：           

 

５ 協議事項 

① 令和４年度の報告・広報啓発等の取組状況等について 

 

 

② 令和５年度ジョイスポパーク（案）について 

 

 

③ ボランティア募集要項（案）について 

 

 

６ 意見交換 

米原市が抱える現状と課題等 

・米原駅と市役所の徹底活用、花いっぱい運動の取組など  

 

７ その他 

・わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ文化プログラムについて 

 

８ 今後のスケジュールについて 

 

９ 閉会あいさつ（委員長） 

    1



≪総務企画専門委員会≫ 【敬称略】

所属機関・団体名 氏名

1 米原市スポーツ協会 丸本　光雄

2 米原市スポーツ推進委員協議会 津田　真由美

3 米原市小学校校長会 横井　弘和

4 滋賀県米原市小学校体育連盟米原支部 宮元　信彦

5 米原市スポーツ少年団 樋口　昭

6 米原市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 髙木　清文

7 米原市子ども会育成連合会 吉川　高弘

8 米原市ＰＴＡ連絡協議会 西村　泰昭

9 市民委員 小野　千穂

10 米原市商工会 江竜　謙一

11 一般社団法人びわ湖の素DMO 法邑　英明

12 米原観光ボランティアガイド協会 北村　哲雄

13 山東学びあいステーション 横田　仁司

14 伊吹薬草の里文化センター 新木　豊

15 米原学びあいステーション 山口　江美子

16 近江学びあいステーション 池田　真人

17 米原市障害者福祉協会 長谷川　綱雄

18 市民委員 冨岡　尚子

≪事務局≫

担当部局・役職 氏名

1 教育部スポーツ推進課（国スポ・障スポ大会推進室）次長 髙木　淳司

2 教育部スポーツ推進課（国スポ・障スポ大会推進室）参事 横田　勝也

3 教育部スポーツ推進課（国スポ・障スポ大会推進室）主幹 上村　浩

わたSHIGA輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会　専門委員会組織構成
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わた SHIGA 輝く国スポ・障スポの大会概要 

１ 米原市等で開催される競技について 

第 79 回国民スポーツ大会 
総合開・閉会式、 正式競技 ※2025 年９月 28 日（日）から 10 月８日（水）までの 11 日間（うち、米原市は５日間） 

競技名 種別 会場 
競技日程・日数 

9/28 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/8 

総合開・閉会式 平和堂 HATO スタジアム ●      ● 

ホッケー 

成年男子 

成年女子 
OSP ホッケースタジアム 

(滋賀県立伊吹運動場) 

米原市伊吹第１グラウンド 

 ● ● ● ●   

少年男子 

少年女子 
 ● ● ● ● ●  

デモンストレーションスポーツ ※競技主管団体、会場地市町と協議し、国民体育大会委員会の承認を得て決定 

競技名 競技会場 競技日程・日数 

フットサル BIG・BREATH イブキサッカースタジアム （未定） 

※原則として、令和７年４月１日～国スポ閉会日

（10 月８日）までの期間 １日間 
ユニホック 

OSP ホッケースタジアム（滋賀県立伊吹運動場） 

米原市伊吹第１グラウンド 

第 24 回全国障害者スポーツ大会 

総合開・閉会式等  ※2025 年 10 月 25 日（土）から 10 月 27 日（月）までの３日間 

競技名 種別 会場 
競技日程・日数 

10/25 10/26 10/27 

総合開・閉会式 平和堂 HATO スタジアム ●  ● 

※米原市で開催される競技はありません。 

 

２ 過去の来場者数（参考） 

＊いずれもホッケーの来場者数（延べ人数） 

年度 大会名 来場者数 備考 

2018 福井しあわせ元気国体 18,906 人  

2019 いきいき茨城ゆめ国体 13,900 人  

2020 鹿児島県（コロナで中止→2023 特別国体） － *新型コロナウイルスの感染拡大 

2021 三重県（コロナで中止） －         〃 

2022 いちご一会とちぎ国体 5,572 人 *コロナ禍により入場制限あり 

2023 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会  特別国体として実施 

2024 SAGA2024 国スポ全障スポ  国民スポーツ大会として実施 

2025 わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ          〃 

 

米原市はホッケーの

会場地となります。 
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課題の整理
方針案の検討
素案の提案など

総合計画
広報計画
市民運動推進 など

〇 競技会の開催・運営に関する基本方針等、事業計画・事業報告、予算、決算、その他審議・議決
〇 常任委員会への審議委任

わたSHIGA輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会組織図

総会【最高議決機関】※議決権者：会長、副会長、常任委員、監事、委員

〇 総会からの委任事項の審議・決定
〇 緊急な事項、その他必要な事項の審議・決定
〇 専門委員会の設置および付託・委任事項の審議・決定

常任委員会【決定機関】

〇 常任委員会付託事項の調査審議
〇 常任委員会委任事項の審議決定

専門委員会【調査機関】※各委員会ごとに、委員長、副委員長、委員で構成

総務企画専門委員会

競技運営計画
競技役員編成計画
式典計画 など

競技式典専門委員会

宿泊計画
医療救護計画
食品衛生計画 など

宿泊衛生専門委員会

輸送計画
警備計画
消防防災計画 など

輸送交通専門委員会

実行委員会事務局
教育委員会事務局スポーツ推進課
国スポ・障スポ大会推進室

庁内実施本部（部長会）

委任

付託・
委任

報告

報告

会長、副会長、常任委員、監事、顧問、参与、委員

委員長

副委員長

常任委員

総務企画部会

課題の整理
方針案の検討
素案の提案など

競技式典部会

課題の整理
方針案の検討
素案の提案など

宿泊衛生部会

課題の整理
方針案の検討
素案の提案など

輸送交通部会
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わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ大会にかかる連携イメージ 
 

庁内実施本部                               市実行委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施本部会議 
【部長会】 

推進事業・関連事業の実施、情報発信・

PR 活動、庁内協力体制の構築、実施本

部設置等、市の方針を最終決定 

 

事務局・スポーツ推進課 
【国スポ・障スポ大会推進室】 

常任委員会からの付託事項の調査・審議 

委任事項の審議・決定 

総  会 
【最高議決機関】 

協議会の開催・運営に関する基本方針等

事業計画・事業報告、予算・決算、その他

の審議議決 

部  会 
【部長が指名する職員】 

課題整理、方針案の決定、素案の提案

＊専門委員会へ委員としての参画 

〇総務企画 

 総合計画、広報計画、おもてなし計画

ボランティア募集等 

〇競技式典 

 競技運営、競技施設整備計画、 

 リハ大会開催計画等 

〇宿泊衛生 

 宿泊、医事衛生計画等 

〇輸送交通 

 輸送交通、消防防災、警備計画等 

常任委員会 
【決定機関】 

総会からの委任事項、緊急な事項、専門委

員会の設置・付託、その他の必要事項の審

議決定 

専門委員会 
【調査機関】 

常任委員会からの付託事項の調査・審議 

委任事項の審議・決定 

〇総務企画 

 総合計画、広報計画、おもてなし計画

ボランティア募集等 

〇競技式典 

 競技運営、競技施設整備計画、 

 リハ大会開催計画等 

〇宿泊衛生 

 宿泊、医事衛生計画等 

〇輸送交通 

 輸送交通、消防防災、警備計画等 

連携・協力 

委任 

協議案 
提出 

報告 

報告 付託・委任 検討案 
提出 

調査検討
指示 

連携 

審査・結果 
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わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会専門委員会規程 
 

（趣旨） 
第１条 この規程は、わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会会則第 13 条第３

項の規定に基づき、わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会専門委員会(以下
「専門委員会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（専門委員会の名称等） 
第２条 専門委員会の名称ならびにわた SHIGA 輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会(以

下「実行委員会」という。)の常任委員会からの付託事項および委任事項は、別表のとお
りとする。 

（役員） 
第３条 専門委員会に、次の役員を置く。 

(１) 委員長    １人 
(２) 副委員長  若干名 

２ 委員長、副委員長および委員は、わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会会
長(以下「会長」という。)が委嘱する。 

（任期） 
第４条 専門委員の任期は、会長が委嘱した日から実行委員会が解散するときまでとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、専門委員が就任時におけるそれぞれの所属する団体または機

関等の役員を離れた場合は、専門委員を辞任したものとみなし、その後任者が残任期間を
務めるものとする。 

３ 会長は、専門委員に特別な事情が生じたときはその職を解き、必要に応じて補充するこ
とができる。 

（委員長等の職務） 
第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 
２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、または委員長が欠けたとき

は、あらかじめ委員長が指名した順位により、その職務を代理する。 

（会議） 
第６条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 
２ 専門委員会の議長は、委員長または委員長が指名した者がこれに当たる。 
３ 専門委員会は、専門委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することができない。

ただし、あらかじめ通知した事項について、代理人に権限を委任し、または書面で議決に
加わることができる。この場合において、当該委員は、総会に出席したものとみなす。 
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４ 専門委員会の議事は、出席した専門委員（前項ただし書の規定により、代理人に権限を
委任し、または書面で議決に加わった者を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のと
きは、議長の決するところによる。 

５ 専門委員会は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者の出席を求め、その意見
または説明を聴くことができる。 

（専門部会） 
第７条 専門委員会は、必要と認めるときは、専門部会を設置し、専門的事項について調査

研究等を行わせ、その結果を報告させることができる。 
２ 専門部会の委員は、会長が委嘱した者(以下「部会委員」という。)をもって構成する。 
３ 第３条から前条(第５項を除く。)までの規定は、専門部会について準用する。この場合

において、これらの条文中「専門委員会」とあるのは「専門部会」と、「委員長」とある
のは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と、「専門委員」とあるのは
「部会委員」と読み替えるものとする。 

４ 部会委員の任期は、専門委員の任期の例による。 

（委任） 
第８条 この規程に定めるもののほか、専門委員会および専門部会の運営に関し必要な事項

は、それぞれの委員長および部会長が別に定める。 
 

付 則 
この規程は、令和４年８月 20 日から施行する。 
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別表（第２条関係） 
名称 付託事項 委任事項 

総務企画専門
委員会 

１ 総務企画に関すること。 
２ 財務、広報および市民協働に関する

こと。 
３ 歓迎および接伴に関すること。 
４ 他の専門委員会に属さない事項に関

すること。 

左記付託する事項のうち、事業の
実施に関すること。 

競技式典専門
委員会 

１ 競技運営に関すること。 
２ 式典に関すること。 
３ 施設に関すること。 
４ その他競技式典に関すること。 

左記付託する事項のうち、事業の
実施に関すること。 

宿泊衛生専門
委員会 

１ 宿泊に関すること。 
２ 医事・衛生に関すること。 
３ その他宿泊衛生に関すること。 

左記付託する事項のうち、事業の
実施に関すること。 

輸送交通専門
委員会 

１ 輸送・交通に関すること。 
２ 警備・消防防災に関すること。 
３ その他輸送交通に関すること。 

左記付託する事項のうち、事業の
実施に関すること。 

 

    8



 
わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会会則 
 
第１章 総則 

（名称） 
第１条 本会は、わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会（以下「実行委員会」という。）と

称する。 

（目的） 
第２条 実行委員会は、第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会において、米原

市で開催される競技会（以下「競技会」という。）の円滑かつ安全な運営に関し、必要な事業を行うこ
とを目的とする。 

（所掌事項） 
第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。 
(１) 競技会の開催に必要な方針および計画の決定に関すること。 
(２) 競技会の開催に係る準備に関すること。 
(３) 競技会の開催に必要な施設および設備の整備に関すること。 
(４) 競技会の開催および準備のための経費に関すること。 
(５) 関係競技団体、関係団体および関係機関との連絡調整に関すること。 
(６) その他、実行委員会の目的の達成に必要な事項に関すること。 

第２章 組織 

（組織） 
第４条 実行委員会は、会長および委員をもって構成する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 
(１) 米原市を代表する者 
(２) 米原市議会を代表する者 
(３) 関係競技団体、関係団体および関係機関を代表する者 
(４) その他、会長が特に必要と認める者 

（役員） 
第５条 実行委員会に、次に掲げる役員を置く。 
(１) 会長  １人 
(２) 副会長  ７人以内 
(３) 常任委員      ２０人以内 
(４) 監事   ２人 

（役員の選任） 
第６条 会長は、米原市長をもって充てる。 
２ 副会長および常任委員は、総会の承認を得て、委員のうちから会長が委嘱する。 
３ 監事は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。 
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（役員の職務） 
第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。ただし、会長が代表者である法人その他の団

体との契約その他の法律行為（民事上のものに限る。）については、あらかじめ会長が定めた副会長が
実行委員会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名
した副会長が、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第 12 条第 6 項に掲げる事項を審議する。 
４ 監事は、実行委員会の財務を監査する。 

（任期等） 
第８条 委員および役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから実行委員会の目的が

達成され、解散したときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそれぞれの所属団体または機関の
役職を離れた場合は、その委員等は辞任したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務める
ものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充することができる。 
３ 会長は、前 2 項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会において報告するものとする。 
４ 委員等は、無報酬とする。 

（顧問および参与） 
第９条 実行委員会に、顧問および参与を置くことができる。 
２ 顧問および参与は、会長が委嘱する。 
３ 顧問は、会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。 
４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。 
５ 前条の規定は、顧問および参与の任期等について準用する。この場合において、これらの規定中「委

員および役員」とあるのは、「顧問および参与」と読み替えるものとする。 
第３章 会議 

（会議の種類） 
第 10 条 実行委員会に、次に掲げる会議を置く。 
(１) 総会 
(２) 常任委員会 
(３) 専門委員会 

（総会） 
第 11 条 総会は、会長および委員をもって構成する。 
２ 総会は、必要に応じて会長が招集する。 
３ 総会の議長は、会長または会長が指名した者がこれに当たる。 
４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 
(１) 競技会の開催に係る基本方針に関すること。 
(２) 会則の制定および改廃に関すること。 
(３) 事業計画および事業報告に関すること。 
(４) 予算および決算に関すること。 
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(５) 常任委員会に委任する事項に関すること。 
(６) その他、重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することができない。ただし、総会に出席できな
い委員は、あらかじめ通知した事項について、代理人に権限を委任し、または書面で議決に加わることが
できる。この場合において、当該委員は、総会に出席したものとみなす。 

６ 総会の議事は、出席委員（前項ただし書の規定により、代理人に権限を委任し、または書面で議決
に加わった者を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

７ 会長は、必要に応じて監事、顧問および参与に総会への出席を求めることができる。 
８ 会長は、必要があると認めるときは、委員に、事前に送付した議案に対し書面をもって表決を求め、そ

の結果を総会の議決に代えることができる。 

（常任委員会） 
第 12 条 常任委員会は、委員長、副委員長および常任委員をもって構成する。 
２ 委員長は、会長をもって充て、副委員長は、副会長のうちから会長が指名する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委

員長が指名した副委員長が、その職務を代理する。 
４ 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 
５ 常任委員会の議長は、委員長または委員長が指名した者がこれに当たる。 
６ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 
(１) 総会から委任された事項に関すること。 
(２) 専門委員会の設置ならびに専門委員会への付託および委任に関すること。 
(３) 総会を招集する時間的余裕がない緊急な事項に関すること。 
(４) その他、委員長が必要と認める事項に関すること。 

７ 前条第 5 項、第 6 項および第 8 項の規定は、常任委員会について準用する。この場合において、こ
れらの規定中「総会」とあるのは、「常任委員会」と、「委員」とあるのは、「常任委員」と読み替えるものと
する。 

８ 常任委員会は、第 6 項の規定により審議し、決定した事項および次条第 2 項の規定により専門委
員会から報告があった事項を必要に応じて次の総会に報告するものとする。 

（専門委員会） 
第 13 条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 
２ 専門委員会は、常任委員会から付託または委任された事項について調査および審議し、その結果を

常任委員会に報告するものとする。 
３ 前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は、常任委員会に諮った上で、

会長が別に定める。 
４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。この場合において、これらの規定中「委員お

よび役員」とあるのは、「専門委員」と、「実行委員会」とあるのは「専門委員会」と読み替えるものとす
る。 

第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 
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第 14 条 会長は、総会および常任委員会(以下「総会等」という。)を招集する時間的余裕がないとき、
または総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において報告し、その承認を得なけ
ればならない。 

第５章 事務局 

（事務局） 
第 15 条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 
２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

第６章 会計 

（経費） 
第 16 条 実行委員会の経費は、負担金およびその他の収入をもって充てる。ただし、令和４年度につい

ては、米原市一般会計予算に必要な経費を計上し、これを執行するものとする。 
（事業計画および予算） 
第 17 条 実行委員会の事業計画および予算は、総会の議決により定めるものとする。ただし、令和４年

度予算については、この限りでない。 

（事業報告および決算） 

第 18 条 実行委員会の事業報告および決算は、監事の監査を経て総会の承認を得なければならな
い。ただし、令和４年度決算については、この限りでない。 

（会計年度） 
第 19 条 実行委員会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 
２ 実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

第７章 解散 

（解散） 
第 20 条 実行委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときは、総会の議決を経て解散するもの

とする。 
２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、米原市に帰属するものとする。 

第８章 補則 

（委任） 
第 21 条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 

付 則 
この会則は、令和４年８月 20 日から施行する。 
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第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会米原市開催基本方針 

 

１ 基本方針 

令和７年に開催する第 79回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会は、市民の積極的

な参加により全国から訪れる多くの人におもてなしの心をもってお迎えし、相互の交流を深め、夢や

感動、連帯感を共有できる大会にすることを目指します。 

また、大会の開催を契機として、市民がよりスポーツを楽しむ活動へとつなげ、生涯スポーツの普

及、健康・体力の保持増進および競技力の向上ならびに本市のスポーツ推進計画に掲げる、希望と元

気あふれる「スポーツコミュニティまいばら」の具現化を図ります。 

併せて、福祉、教育、観光および経済などへの総合的かつ複合的な効果を通して、次代を担う人を

育み、本市の活力を更に高め、未来への持続可能な共生社会の実現につなげてまいります。 

 

２ 実施目標 

(１）スポーツで米原を元気にする大会 

  子どもから高齢者まで市民一人一人が、日常的に「する」「みる」「ささえる」といった多様

なスポーツの関わり方を通して、生涯にわたり心身ともに健康で活力ある生活を送ることができ

るよう、その行動につながるきっかけとなる大会を目指します。 

 

(２）市民が主体的に関わり、創り上げる大会 

市民の参加意識の高揚を図るため、情報発信や啓発活動を積極的に行い、市民、関係団体、

行政等が一体となり、様々なかたちで大会をサポートし、成功に導いていくことにより大会に

関わった全ての人々が喜びと感動を共有できる大会を目指します。 

 

(３）おもてなしの心をかたちにし、地域の活性化につなげる大会 

   全国から訪れるアスリートをはじめとする関係者の方々をまごころと思いやりをもってお迎

えし、ふれあいを深めます。また、本市の環境へのこだわりや豊かな自然、歴史・文化などの

地域資源を本市のブランドとしてアピールし、また来たくなるまちとして、スポーツツーリズ

ムの促進と地域の活性化につながる大会を目指します。 

 

(４）米原っ子が、米原で育ち、米原で活躍する大会 

米原で育った選手が成長し、指導者となって次の世代を育てるなど米原のスポーツの発展を

支える好循環の形成に努めるとともに、次代を担う子どもが将来に向けて夢と希望を持つこと

ができる大会を目指します。 

 

(５）全ての人がともに支え合う米原を目指す大会 

障がいのある人が主体的に大会に参画することや、障がいのある人もない人もみんなでスポ

ーツを楽しむことを通じて、自己をかけがえのない存在として認める心を育み、自分もひとも

大切にして支え合う社会を築く大会を目指します。 
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第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会米原市市民協創基本計画 
 
１ 目的 

第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会「わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ」
の成功に向け、第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会米原市開催基本方針お
よび開催推進総合計画に基づき、市民の積極的な参加により、大会を盛り上げることを通して、市民
がともにつながり、ともに創るまちづくりの推進に資することを目的とする。 
 
２ 基本項目および実施内容 

(１) スポーツで米原を元気にする大会 
  市民一人一人が、「する」「みる」「ささえる」といった多様なスポーツの関わり方を通し

て、日常的な行動につながるきっかけとなる運動を展開する。 
 ア 全ての選手に対する温かい声援と熱い応援 
 イ 大会の関連イベントへの参画やデモンストレーション競技の積極的な参加や体験 
(２) 市民が主体的に関わり、創り上げる大会 

市民、関係団体、行政等が一体となり、様々なかたちで大会をサポートし、大会に関わった
全ての人々が喜びと感動を共有する。 
ア 大会の関連イベントへの参画やデモンストレーション競技の積極的な参加や体験 

  イ 大会運営のサポートやボランティア活動への参画 
(３) おもてなしの心をかたちにし、地域の活性化につなげる大会 

アスリートや関係者の方々をまごころと思いやりをもってお迎えし、ふれあいを深めるとと
もに、本市の地域資源やブランドをアピールし、スポーツツーリズムの促進と地域の活性化に
つなげる。 
ア 笑顔で親しみのある親切な対応 
イ 花いっぱい運動など県民運動との相互連携や手づくり活動の促進 
ウ 本市の歴史や文化などの米原ブランドの情報発信 
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第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会米原市広報基本計画 

 

１ 目的 

第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会「わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ」
に対する市民の参加意欲や機運を高めるため、第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポ
ーツ大会米原市開催推進総合計画に基づき、積極的かつ効果的な広報活動を展開するとともに、自
然、歴史、文化、産業など本市の様々な魅力を米原ブランドとして発信することを目的とする。 

 

２ 実施内容 
(１) 大会の愛称、スローガン等による広報活動 

   大会を象徴する愛称、スローガン、マスコットキャラクター、ホタルン等を様々なシーンで 
  活用し、市民への周知と機運を高める。 
  ア 愛称、スローガンの活用および普及（公共施設等の懸垂幕等の掲示、イベント時の活用等） 

 イ マスコットキャラクターの活用および普及 
 ウ イメージソング、ダンスの活用および普及 
 エ ホタルンの大会用デザインの活用および普及 
(２) 各種広報物品等による広報活動 

広報物品の作成、県実行委員会の広報物品や既存広報誌等を活用した積極的な広報活動を展
開する。 

ア 広報まいばらをはじめとする関係機関の刊行物への掲載 
  イ わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ広報誌シャイン‼の活用 

ウ ポスター、パンフレット等の作成 
エ 広報グッズの作成等 

(３) 多様なメディアによる広報 
  多様なメディア関係機関と連携し、広範囲に迅速かつタイムリーな情報発信を行う。 

ア 新聞、テレビ等の活用 
イ 伊吹山テレビ、市公式ウェブサイト、SNS 等による情報発信 

(４) イベントによる広報 
   大会開催までの期間に、機運を高めるイベントを開催するとともに、既存の各種イベントと 
  の連携を図り、積極的な広報活動を展開する。 

ア イベントの開催 
イ 市、各種団体等の主催イベントとの連携やコラボレーション等 

（５）大会報告書等による広報 
   大会の準備経過、開催状況、競技記録等の成果を記録にとどめるため、報告書やデジタルア 

ーカイブとして作成する。 
ア 大会報告書の作成 
イ 大会の準備経過、開催状況、競技記録等の各シーンのデジタルアーカイブの作成 
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第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会米原市歓迎接伴基本計画 
 
１ 目的 

第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会「わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ」
に参加する選手・監督、競技役員その他大会関係者および一般観覧者（以下「大会参加者等」とい
う。）の歓迎接伴については、第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会米原市
開催推進総合計画に基づき、本市の様々な魅力やブランドに触れていただき、心のこもったおもてな
しで歓迎することを目的とする。 
 
２ 基本事項 

(１) 歓迎装飾の設置 
大会参加者等を歓迎するとともに、大会開催に向けた機運や歓迎意識の高揚を図るため、競技

会場、主要駅その他必要な場所での歓迎装飾を行う。歓迎装飾については、市民や子どもたちの
応援メッセージなどの工夫を凝らすものとする。 

(２) 案内所の設置 
大会参加者等の利便性を高めるため、競技会場、主要駅、駐車場など必要な場所に案内所を設

置し、競技、交通、宿泊、観光などの案内を行う。 
(３) 休憩所の設置 
  大会参加者等の憩いの場、市民等との交流の場として、競技会場に休憩所を設置する。 
(４) 売店等の設置 
  大会参加者等の利便性を向上するとともに、本市の物産品等の紹介、販売促進および観光案内

のため、競技会場に売店等を設置する。 
(５) 接遇意識の高揚 
  大会参加者等が本市をまた訪れていただけるような心のこもったおもてなしをできるよう、関

係機関および市民団体等と連携しながら、接遇意識の高揚を図る。 
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第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会米原市協賛取扱要領 

                                   

 

１ 趣旨 

この要領は、米原市で開催される第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポー

ツ大会および競技別リハーサル大会(以下「大会」という。)の趣旨に賛同する企業、団

体・個人（以下「協賛者」という。）から協賛を受ける場合における取扱いに関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 

２ 協賛の内容 

協賛の内容は、金銭（以下「協賛金」という。）または大会の広報啓発、歓迎装飾、競

技運営、その他運営に関する物品等（以下「協賛物品等」という。）の受入れによるもの

とし、これらの提供または貸与、借用の形態は、別表第１のとおりとする。 

協賛の受入れは、わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会（以下「実行委員

会」という。）が行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、協賛

を受け入れないものとする。 

(１) 大会の趣旨に反するもの 

(２) 法令等に反するものおよび公の秩序または良俗を乱すおそれのあると認められるもの 

(３) 政治活動、宗教活動等に係るものと認められるもの 

(４) 個人の氏名を宣伝する目的であると認められるもの 

(５) その他、実行委員会が適当でないと認めるもの 

 

３ 協賛の受入れの拒否等 

実行委員会は、協賛者が米原市暴力団排除条例(平成 23 年米原市条例第 36 号)第２条第

２号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第１号に規定する暴力団

もしくは暴力団員と密接な関係を有する者、集団的または常習的に暴力的不法行為等を行

うことを助長するおそれがある団体等に該当すると認めたときは、協賛物品等の受入れを

拒否し、または既に収納した協賛物品等を返還するものとする。 

この場合において、実行委員会は、受入れ拒否の取扱いをしたときは、その理由、経過

等を記録するものとする。 

 

４ 協賛の実施方法 

  協賛の実施方法は、次によるものとする。 

(１) 協賛者が協賛しようとするときは、協賛申込書（様式第１号）により実行委員会に申

し込むものとする。 

(２) 実行委員会は、協賛の受入れを決定し、これを受領したときは、協賛受領書（様式第

２号）を協賛者に交付するものとする。 

(３) 協賛金については、実行委員会が指定する口座への金銭納入とし、その資金は実行委

員会の予算に計上し、必要な協賛物品等の経費に充てるものとする。 

(４) 協賛物品等の搬入、据付、撤去等に要する費用および協賛金の振込みに係る手数料

は、原則として協賛者の負担とする。 

 

５ 協賛の特典 

(１) 協賛物品等には、協賛者の意向に応じ、協賛者の表示を行うことができる。ただ

し、協賛物品等に直接表示をすることが不適当な場合には、大会のプログラム、米原

市のウェブサイト、屋外 PR 看板等の掲載等の方法により表示するものとする。 

(２) 前号により協賛者の表示を行う場合は、表示方法、表示箇所、文字等の大きさ等に

ついて、実行委員会と協議の上、決定するものとする。 
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(３) 第１号による表示のほか、協賛する企業・団体の要望に応じ、ＢＧＭの一部とし

て、競技会場周辺において当該企業・団体のコマーシャルソングを流すことができ

る。 

 

６ 協賛への謝意の表明 

(１) 実行委員会は、協賛の提供を受けたときは、協賛者に対し感謝状等を贈呈し、謝意

の表明を行うものする。 

(２) 謝意の表明の内容等は、協賛物品等の評価額または協賛金の額に応じて、別表第２

のとおりとする。 

 

７ 協賛の受入期間 

 協賛の受入期間は、この取扱要領の施行日から大会終了までとする。 

 

８ その他 

  この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   付 則 

 この要領は、令和５年５月27日から施行する。 
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別表第１（第２項関係） 

区 分 提 供（例示） 貸 与・借 用（例示） 

広報啓発 

に関する物品 

広報啓発用ノベルティグッズ、啓発

看板、のぼり旗・懸垂幕、情報誌等

広告掲載、自動車等のラッピング等 

自動車（自動車ラッピングを含む。）

等 

歓迎装飾 

に関する物品 

啓発看板、歓迎のぼり旗・懸垂幕、

特産物等 

 

競技運営 

に関する物品 

ホッケー用ゴール、防球フェンス、

防球ネット、デジタルタイマー、テ

ント、スタッフ用ポロシャツ・ウイ

ンドブレーカー、スポーツドリン

ク・飲料水、大会記念ノベルティグ

ッズ、救護・介護用品等 

ホッケー用ゴール、防球フェンス、

防球ネット、テント、デジタルタイ

マー等 

その他運営 

に関する物品等 

ごみ袋、トイレットペーパー、ペー

パータオル、拡声器等 

プレハブ（事務所・更衣室・倉庫）、

仮設トイレ、臨時駐車場用地等 

 

 

別表第２（第６項関係） 

協賛者 
協賛物品等の評価額

または協賛金の額 
贈呈する物 贈呈方法 贈呈者 

企業・団体 

50 万円以上 

感謝状 

贈呈式 
実行委員会会長または

副会長 

50 万円未満 

10 万円以上 
持 参 実行委員会事務局長 

10 万円未満 礼 状 郵 送 － 

個人 

10 万円以上 

感謝状 

贈呈式 
実行委員会会長または

副会長 

10 万円未満 

５万円以上 
持 参 実行委員会事務局長 

５万円未満 礼 状 郵 送 － 

 ※感謝状の贈呈に当たっては、協賛者の意向に応じるものとする。 
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様式第１号（第４項関係） 

 

協  賛  申  込  書 

 

令和   年   月   日 

 

 わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ 

米原市実行委員会 

会 長        様 

 

（申込者） 

住   所 

名   称 

代表者名            

 

 

 米原市で開催される第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会および競技

別リハーサル大会の趣旨に賛同し、下記のとおり協賛します。 

 

記 

 

協賛方法 協賛物品等 （ 提供・貸与 ）・ 協賛金 

総 額 

（相当額） 
                                    円 

協賛物品等 

※協賛金の場合

は、記入不要 

品 目  

規格等  

単 価  

数 量  

引渡予定年月日 令和   年   月   日 

その他  

（協賛事務担当） 

          所  属：                 

           担当者名：                

電話番号：                
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様式第２号（第４項関係） 

 

協  賛  受  領  書 

 

  

 

                 様 

 

 

わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ   

米原市実行委員会 

会 長  

 

 

 

 米原市で開催される第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会および競技

別リハーサル大会に係る協賛について、下記のとおり受領しました。 

 

記 

 

協賛方法 協賛物品等 （ 提供・貸与 ）・ 協賛金 

総 額 

（相当額） 
                                    円 

協賛物品等 

※協賛金の場合

は、記入不要 

品 目  

規格等  

単 価  

数 量  

引渡年月日 令和   年   月   日 

その他  
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令和４年度事業報告（総務企画専門委員会関係） 

(１) 開催運営の調査研究（先催市視察等） 

・いちご一会とちぎ国体視察（令和４年10月１日～６日） 

ホッケー会場：日光市 

 

 

        

   

 

 

 

 

 

【選手歓迎ゲート・花いっぱい運動】            【手づくり応援旗】 

 

 

 

 

 

 

 

 【入場受付・健康チェック】           【観光案内・おもてなし】 

 

 

 

 

 

 

 

【国体グッズ・記念品販売】            【高円宮妃殿下お成り】 

 

 

 

 

 

いちご一会とちぎ国体視察 

【成年男子試合（結果：４位）】 【少年男子試合（結果：１位）】 
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(２) 国スポ障スポ開催決定記念イベント“ジョイスポパーク”の開催 

日 時：令和４年11月３日（祝）10:00～15:00 
 会 場：伊吹第１グラウンド・OSPホッケースタジアム 

 来場者：約2,000人（スタッフを含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長・副会長・特別ゲスト(中央４人)記念写真】 【国スポ応援ソング “シャイン”キッズダンス】      
 

 

 

 

 

 

 

 【スポーツ体験コーナー全景】          【米原市出身カザネさんのリフティング】 

 

 

 

 

 

 

 

【モルック体験】                【ドッジビーストラックアウト体験】 

 

 

 

 

 

 

国スポ開催決定記念イベント“ジョイスポパーク”開催 

【ブルースティックス滋賀の選手指導

によるホッケー体験】 

【エキジビションマッチ】 

日本ホッケー協会公認アンバサダー：ロッチ中岡さん出場 
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広報啓発の取組状況等について 
 

（１）横断幕の設置（県作成：市内３か所、4 枚掲示中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  伊吹第 1 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、OSP ﾎｯｹｰｽﾀｼﾞｱﾑ     市役所立体駐車場２が所（北側・東側） 

 

（２）県大会局が作成するポスター、カレンダー、情報誌を活用した啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）カウントダウンカレンダーの設置（市役所３か所→ 市内体育施設８か所に増設予定） 

   

 

 

 

 

 

 

 

＊その他、国スポ用啓発ポロシャツの着用、缶バッチ（３種類）の制作・配布など 

  今後、懸垂幕や啓発グッズを作成予定  
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（４）応援メッセージカードによるＰＲ（コメント依頼） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）市公式ウェブサイトのトップページの活用（専用バナー、カウントダウン表示の設置） 

 

                             ← 公式ウェブサイト QR コード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）米原市公式スポーツInstagram アカウントの開設 
*フォローおよび拡散の御協力をお願いします。 
（下記 QR コードまたはアプリから「maibara_sports」で検索） 
 
 
 
 
 
 
＊Facebook は「米原市役所」を活用（フォロワー1,261 人） 

上段バナーをワンクリックで 
市実行委員会公式ページへ 
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（７）広報まいばらでの PR・活用 
 ・米原市はホッケーのまち ホッケーを知ろう！観に行こう！ 

（令和元年 6 月１日号） 
 ・令和 4 年 10 月 1 日号で、開催告知、設立総会、委員募集等 
 ・令和 5 年 9 月号の裏表紙でジョイスポパーク開催告知 

・令和 5 年 10 月号で国スポ 2 年前特集記事を掲載予定 
  令和 5 年 11 月号の表紙に障スポの指定強化選手として 

澤麻衣子さんがマイバラチェンジャーで登場予定 
                               ↑6 月 1 日号より表紙リニューアル 
（８）伊吹山テレビでの PR・活用 （→YouTube による動画配信） 
  伊吹山テレビ平成 30 年 7 月 27 日号特集「ホッケーの軌跡を追う」 

＊国民スポーツ大会に向けたホッケー特集番組 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                              ← YouTube リンク QR コード 
 
 
 ＊国スポ・障スポ踏襲「びわこ国体きらり人」 伊吹山テレビ 10/６、10/20 号にて放映予定 
 

（９）花育て教室での PR ＊花いっぱい運動の一環として実施。 
  日時：５月 12 日（金）＊いぶき認定こども園にて、園児 34 人が参加 
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〇日時 令和5年10月15(日)10:00~15:00
〇場所 伊吹第１グラウンド、OSPホッケースタジアム（別紙マップ参照）
〇料金 参加無料
〇目的

本イベントを開催することで、誰もがスポーツに親しめる機会を提供し、
ホッケーをはじめとするスポーツの楽しさを・面白さを知っていただく。
また、スポーツの魅力を知っていただくことで「わたSHIGA輝く国スポ
・障スポ2025」が市民にとって楽しみな大会となり、当イベントを通じ
てスポーツでつながるまち「スポーツコミュニティ米原」を実現する。

〇ターゲット
子ども（幼児、小学生）、中学生（スタッフ含む）、その他参加者家族

〇概要
ゲストによるパフォーマンス
スポーツ体験ブース（スタンプラリー）
参加型交流イベント「追跡中」
ホッケーデモゲーム（BlueSticks SHIGA×ｺｶ･ｺｰﾗ ﾚｯﾄﾞｽﾊﾟｰｸｽ）
PRブース（国スポ・障スポ、花いっぱい運動、ボランティア募集ほか）
キッチンカーパーク

〇ゲスト（裏面参照）
①ロッチ中岡さん（日本ホッケー協会公認アンバサダー）→交渉中
②村田和哉さん（サッカーヴィアベンテン滋賀所属）→〇
③B-Boy Taisuke（ブレイクダンス世界一）→〇
④Yokkoさん（手話ダンス、国スポイメージソング）→〇
⑤コカ・コーラ レッドスパークス（ホッケー）→〇
⑥島崎風音（サッカーパフォーマンス）→ 交渉中
⑦林洸史郎（湖北ダンスチームDiversity所属）→〇

〇MC 小野千穂さん
〇主催 わたSHIGA輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会
〇共催 市スポーツ協会、市スポーツ少年団
〇協力 市スポーツ推進委員協議会、市総合型スポーツクラブ連絡協議会

BlueSticks SHIGAほか

国スポ・障スポ機運醸成イベント（案）

写真提供／公益社団法人日本ホッケー協会
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〇ポイント
誰もが気軽に参加できるスポーツ体験コーナー（障がい者の視点）
各コーナーを各スポーツ団体等で運営していただく。

〇スポーツ体験コーナー（スタンプラリーあり）
スポーツ推進委員ブース（モルック、ボッチャ）
スポーツ協会コーナー（スピードガン＊予定）
スポーツ少年団ブース（３コーナー）
コカ・コーラレッドスパークスブース（ホッケー体験）
BlueSticks SHIGAブース（ホッケーボーリング）
その他、30ｍ走、靴飛ばしゲーム、玉当てなど

〇啓発ブース
国スポ・障スポ機運醸成ブース
スポーツ少年団ブース
スポーツ協会ブース
総合型地域スポーツクラブブース
コカ・コーラレッドスパークスPRブース
ワールドマスターズゲームズ関西2027ブース

〇キッチンカーパーク（７店舗）
さゆりん家、OLIOLI、キッチンY&T
ワッフルパパ、Siena、グランマ、Iuana

〇その他
雨天時の対応、駐車場の対応を検討中
イベントスタッフ協力、イベント告知の協力をお願いします。

ロッチ中岡氏 ＊調整中
（お笑いタレント）

林洸史郎さん

Taisukeさん
（B-Boy ブレイクダンサー）

コカ・コーラ
レッドスパークスKAZANEさん ＊調整中

キッチンカー
パーク

スポーツ体験

啓発ブース

村田和哉選手
（ヴィアベンテン滋賀）

Yokkoさん

ゲスト情報❕
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わた SHIGA 輝く国スポ米原市ボランティア募集要項（案） 

 

１ 趣旨  

この要項は、本市で開催される第 79 回国民スポーツ大会「わた SHIGA 輝く国スポ」およ

び競技別リハーサル大会（以下「大会」という。）等において、市民一人一人が「支えるス

ポーツ」として、それぞれの立場で積極的に参加し、本市を訪れる全ての方々を心のこもっ

たおもてなしでお迎えするとともに、喜びと感動を共有する大会とするため、大会の運営に

携わるボランティアの募集に関し、必要な事項を定める。  

 

２ 募集主体  

  わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会（以下「実行委員会」という。）とする。 

 

３ 募集期間  

  令和５年(2023 年)10 月２日（月）から令和７年(2025 年)５月 30 日（金）までとする。 

ただし、実行委員会は必要に応じて期間を変更できるものする。  

 

４ 応募要件  

  平成 25 年（2013 年）４月１日以前に生まれた方（令和 7 年４月１日時点で中学生以上）

で、以下のいずれかに該当すること。ただし、応募時点で 18 歳未満の方の申込みについて

は、保護者の同意を得るものとし、団体においては、所属する個人を報告するものとする。  

(1) 本市に在住、通勤、通学している個人、または、本市に活動拠点を有する団体 

(2) 上記以外に、実行委員会が必要と認めた個人および団体 

 

５ 応募方法  

指定の登録申込書に必要事項を記載の上、実行委員会事務局までメール、持参、郵送、フ

ァックス等により行う。 

 

６ 活動期間  

  ボランティア登録日から大会終了日までとする。ただし、登録時点において小学生の場合、

活動開始（研修会等を含む。）は中学生になってからとする。 
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７ 活動区分および活動内容  

  本市で開催する大会の運営および大会等の広報に携わるボランティアの主な活動内容は、

次のとおりとする。 

区分 主な活動内容 

受付・案内 駅や競技会場等での受付、案内、資料配布、介助・誘導等 

おもてなし 休憩所等でのドリンクサービス、弁当配布・回収等 

会場整理 競技会場等の準備、来場者の誘導等 

環境美化 競技会場内外の清掃・美化、草花等への給水等 

交通整理 駅および会場周辺および駐車場の交通整理、誘導等 

その他 上記のほか、競技会運営に関する活動 

 

８ 登録、変更および取消  

(1) 実行委員会は、応募要件を満たした応募者については、市が運営する「米原市スポーツ

ボランティア」（以下「マイボラ」という）」に登録するものとする。 

(2) 実行委員会は、次の場合に登録を取り消すことができる。  

   ア 本人または団体の代表者から届出があった場合  

   イ 大会のイメージを損なう行為があった場合  

   ウ 大会運営に支障があると判断したとき  

 

９ 活動内容の決定  

  登録者の具体的な活動内容および活動日時については、実行委員会が実施する希望調査

等を参考に決定するものとする。  

 

10 研修等  

  実行委員会は登録者に対し、大会に関する認識を深め、円滑な大会運営を行えるよう、必

要に応じて研修会等を実施するものとする。  

 

11 報酬および交通費等 

(1) ボランティア活動、説明会および研修会等の参加に係る報酬は無償とし、交通費につい

ても自己負担とする。 

(2)  ボランティアの活動に当たっては、ボランティアであることが識別できる服飾等につ
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いて、必要に応じて実行委員会が支給する。 

 

12 保険  

  ボランティア活動ならびに説明会および研修会の実施に当たり、必要に応じて実行委員

会の負担で「傷害保険」および「損害賠償責任保険」に加入するものとする。 

ただし、３の活動内容以外の活動における事故等について、実行委員会は責任を負わない

ものとする。  

 

13 個人情報の取扱い  

  応募者の個人情報については、米原市個人情報保護条例、その他関係法令の規定に基づき、

適正に管理・保護する。  

 ただし、申込時に、わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ滋賀県実行委員会（以下「県実行委員

会」という。）への情報提供に同意している登録者に限り、県実行委員会からの要請に応じ

て情報を提供することができるものとする。 

 

14 写真および動画の取扱い 

 ボランティアの活動等の状況が撮影された写真および動画は、大会の活動等の状況を報

告する目的の限りにおいて、実行委員会公式ウェブサイトおよびその他広報媒体ならびに

大会報告書に掲載することができる。 

 

15 補則  

  この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
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わた SHIGA 輝く国スポ米原市ボランティア登録申込書（個人用） 
 

 わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会 宛 

 （米原市教育委員会国スポ・障スポ大会推進室内） 

令和  年  月  日 

ふりがな   

性別 

 

男・女 
氏 名 

 

 

生年月日 昭和・平成  年  月  日   歳（申込当日現在） 

住 所 
〒 

滋賀県  

 

電話番号 

   

  

※日中に連絡がとれる電話番号をご記入 

勤務先・学校名等 

E-mail  

【同意書】※ 申込者が高校生以下の場合は、必ず記入してください。 

上記の者について、わた SHIGA 輝く国スポ米原市ボランティアへ参加すること

に同意します。 

保護者氏名（署名）             （続柄） 

住所・連絡先 

対象イベント 国スポ本大会・リハーサル大会、その他、機運醸成に関するイベント等 

希望する業務 

＊下記から番号を選択してください。ただし、希望に添えない場合があります。 

第１希望（    ）、第２希望（    ）、第３希望（    ） 

① 受付・案内  ②おもてなし  ③会場整理 

④ 環境美化   ⑤交通整理   ⑥特に希望なし 

特記事項 

＊活動に生かしたい特技・経験、希望等があれば記入して下さい。 

個人情報の取扱いについて 

 応募者の個人情報については、米原市実行委員会が主催する大会運営のために活

用し、その他の目的には使用しません。ただし、滋賀県が募集する大会運営（障ス

ポを含む）ボランティア等への情報提供に同意された方は、滋賀県実行委員会へ参

考情報として提供します。参考情報としての提供に同意しますか。 

       □同意します。        □同意しません。 

＊チェックの記入がない場合は、情報提供は行いません。 
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わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ米原市ボランティア登録申込書（団体用） 

 

 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ米原市実行委員会 宛 

 （米原市教育委員会国スポ・障スポ大会推進室内） 

 令和   年   月   日 

団体名  団体人数 
 

団体住所 
〒 

 

ふりがな   

性別 

 

男・女 
代表者氏名 

 

生年月日 昭和・平成   年   月   日   歳（申込当日現在） 

代表者住所 
〒 

滋賀県 

代表者連絡先 

（電話番号） 

 

 

※日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください 

E-mail  

対象イベント 国スポ本大会・リハーサル大会、その他、機運醸成に関するイベント等 

希望する業務 

＊下記から番号を選択してください。ただし、希望に添えない場合があります。 

第 1希望（    ）、第 2希望（    ）、第 3希望（    ） 

① 受付・案内   ②おもてなし   ③会場整理 

④ 環境美化    ⑤交通整理    ⑥特に希望なし 

特記事項 

＊活動に生かしたい特技・経験、希望等があれば記入して下さい。 

個人情報の取扱いについて 

 応募者の個人情報については、米原市実行委員会が主催する大会運営のため

に活用し、その他の目的には使用しません。ただし、滋賀県が募集する大会

運営（障スポを含む）ボランティア等への情報提供に同意された方は、滋賀

県実行委員会へ参考情報として提供します。参考情報としての提供に同意し

ますか。 

       □同意します。        □同意しません。 

＊チェックの記入がない場合は、情報提供は行いません。 
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【登 録 団 体 名 簿】 

（団体名：                          ） 

№ ふりがな 性 

別 

生年月日 年 

齢 

保護者同意 連絡先 

電話番号 

希望す

る業務 氏 名 保護者氏名 続柄 

 

１ 

 男 

・ 

女 

昭和  ・  ・   

平成  ・  ・   

               1     

2     

3     

 

 

２ 

 男 

・ 

女 

昭和  ・  ・   

平成  ・  ・   

               1     

2     

3     

 

 

３ 

 男 

・ 

女 

昭和  ・  ・   

平成  ・  ・   

               1     

2     

3     

 

 

４ 

 男 

・ 

女 

昭和  ・  ・   

平成  ・  ・   

               1     

2     

3     

 

 

５ 

 男 

・ 

女 

昭和  ・  ・   

平成  ・  ・   

               1     

2     

3     

 

 

６ 

 男 

・ 

女 

昭和  ・  ・   

平成  ・  ・   

               1     

2     

3     

 

 

７ 

 男 

・ 

女 

昭和  ・  ・   

平成  ・  ・   

               1     

2     

3     

 

 

８ 

 男 

・ 

女 

昭和  ・  ・   

平成  ・  ・   

               1     

2     

3     

 

 

９ 

 男 

・ 

女 

昭和  ・  ・   

平成  ・  ・   

               1     

2     

3     

 

 

10 

 男 

・ 

女 

昭和  ・  ・   

平成  ・  ・   

               1     

2     

3     

 

※高校生以下の方は、保護者の同意が必要です。保護者同意欄については署名をお願いします。 

※「希望する業務」欄には、第１希望から第３希望まで、希望する業務番号を記入してください。 

※用紙が不足する場合は、コピーしてご使用ください。 
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☆おもてなしのポイント 

①滋賀県の東口の玄関口である新幹線停車駅・米原駅の徹底活用 

②駅直結市役所・市有地等の活用（食事の提供、物産販売、シティセールス） 

③総合案内所による各会場・乗り場へのスムーズな誘導、観光案内 

④花いっぱいによるお出迎え、キッチンカー、のぼり旗等によるおもてなし 

 

 

 

 

  

 

 

●おもてなしエリア（米原駅西口・東口） 

・花いっぱい運動（各学校との連携） 

・のぼり旗（手づくり応援旗）の掲示 

・キッチンカーやマルシェの開設など 市有地・県

有地の活用 

 米原駅周辺マップ（おもてなし想定イメージ） 

●米原駅直結の市役所本庁舎の徹底活用 

・3 階交流エリア（TETTE 米原） 

・４階屋上広場 

・１階コンベンションホール、庁舎前広場 

  市役所総合窓口の活用 

＊マルシェの開催など 

・ 

●総合案内所（JR 改札口前を想定） 

・観光案内（シティセールス）、物産販売 

・バス乗り場等への誘導 

＊滋賀県、米原市、市民ボランティアによ

り運営） 

＊混雑が課題。開閉会式参加者の約半数が

米原駅を利用される予定。（来県意向調査

結果：来県時 49.6％、離県時 51.3％） 
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＝ 会議開催予定。※あくまで目安であり、状況に応じて変更する場合あり

日程等 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

●イベント・事業等 　●ジョイスポパークの開催 10/15

●米原市実行委員会 　解散総会●

・総務企画委員会 　　●第1回会議

・競技式典委員会 　　●第1回会議

・宿泊衛生委員会 　　●第1回会議

・輸送交通委員会 　　●第1回会議

●庁内実施本部

・総務企画部会 ●第1回会議

・競技式典部会 ●第1回会議

・宿泊衛生部会 ●第1回会議

・輸送交通部会 ●第1回会議

●庁内実施本部の立ち上げ

※専門部会の設置

　　●第2回常任委員会、総会

　　※専門委員会の設置

今後のスケジュール（案）

令和5年度 令和6年度 令和7年度

●本大会 10/1～5日
　●リハーサル大会 9月中旬

　　　　　●ジョイスポパークの開催 10～11月

　　●第4回常任委員会、総会

      ※各専門部会の経過報告

　　●第3回常任委員会、総会

      ※各専門委員会の経過報告
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